３　マンション管理の基礎知識

（１）マンションに関する基礎

1）マンションの定義
マンションの管理の適正化の推進に関する法律によると、「マンションとは、一棟の建物が区分所有され、2人以上の区分所有者が存在し、1つ以上の区分が住宅として使用されている建物」と定められています。
つまり、法律上の「マンション」は主に分譲マンションを意味し、建物だけでなく、敷地や付属施設も含まれます。

2）マンションの形態
マンションには、建物の構造や用途によりいくつかの形態があります。
建物の構造から見ると、1棟だけで成立している「単棟型」と、複数の棟があり、敷地や建物を区分所有者全員で共有している「団地型」があります。
また、用途から見ると、住居だけで構成される「住宅専用型」と、住宅と店舗や事務所などが混在する「複合用途型」があります。

3）区分所有権
区分所有権とは、一棟の建物の中で、構造上区分された各部分を独立して使用できる所有権のことです。例えば、住居、店舗、事務所、倉庫など、それぞれの部分が区分所有権の対象になります。
この建物の各部分を所有する人を区分所有者と呼びます。

4）管理組合
区分所有法では、区分所有者全員で管理する団体を作ることが定められており、この団体が「管理組合」です。従って、マンションを所有すると、自動的に管理組合の組合員となります。マンションの共用部分は区分所有者全員の共同所有であり、利用や維持管理も全員で行う必要があります。

5）管理組合の組織
管理組合は、区分所有法に基づき総会を開き、管理規約を定め、管理者（理事長）・役員(理事・監事)を選任することで運営されます。日常の執行機関としては「理事会」を置き、理事長と理事が運営を行い、監査のために監事を設置します。
総会は最高意思決定機関で、理事長・理事・監事が役員となります。役員の選出は、輪番制や推薦制など様々ですが、いずれも総会で承認され、理事長は理事の互選で決まります。任期は1～2年が一般的ですが、管理組合によっては長期間務める場合もあります。


6）管理組合の運営
管理組合の最高意思決定機関は総会で、年1回開かれる「通常総会」と、必要に応じて開かれる「臨時総会」があります。
日常の業務執行や具体的な意思決定は、総会で選任された複数の理事で構成される「理事会」が担当します。
また、大規模修繕工事など専門知識が必要な課題に対応するため、理事会の諮問機関として「専門委員会」を設置することもあります。

7）管理費と修繕積立金
管理組合は、建物の共用部分や敷地、付属施設を維持・管理する役割があります。そのための費用は区分所有者が負担します。費用の負担は、区分所有法に基づき、特別な規約がない限り各区分所有者の持ち分に応じて行います。
この費用には、日常の清掃や設備管理等に使用する「管理費」と、将来の修繕工事のために計画的に積み立てる「修繕積立金」があり、別々に区分して管理します。

8）管理組合の会計
管理組合の会計年度は、管理規約で定められた期間で行われます。多くのマンションでは毎年4月1日から翌年3月31日までが会計年度です。管理組合の業務はこの会計年度に合わせて進められ、通常総会は新しい会計年度が始まった後、原則として2か月以内に開催されます。

9）収支決算書の作成
決算にあたっては、下記の決算書を作成します。
・収支計算書：管理会計、修繕積立金会計など会計年度内の収支状況について、予算と対比します。
・貸借対照表：管理会計、修繕積立金会計などの会計年度末時点での資産、負債、正味財産の状況を示します。
・財産目録：会計年度末時点の資産、負債の内容の明細を示します。
・什器備品台帳：什器備品の状況を示します。

10）管理会社への委託
建物や共用部分の管理業務を管理組合自ら行う「自主管理方式」と、管理会社に委託する方式があります。多くの管理組合では、管理会社に全部又は一部を委託しています。管理会社は「マンション管理業者」としてマンションの管理の適正化の推進に関する法律で定義されています。
管理会社が行う業務内容は、管理組合と管理会社の間で締結する「業務委託契約書」に基づいて行われます。国土交通省の標準管理委託契約書によれば、更新する場合は契約期間が満了する3か月前までに申し出る必要があります。契約途中でも、3か月前までに書面で申し入れを行うことで、どちらからでも契約を終了できます。

11）専有部分と共用部分
マンションは専有部分と共用部分で構成されます。専有部分は、区分所有者が独立して使用できる自分の住居部分です。一方、共用部分は廊下、階段、エレベーター、柱や梁など、複数の住人が共同で使う建物の部分です。管理規約で共用と定められた集会室や駐車場なども共用部分となり、登記することで第三者にも効力があります。

12）専有部分の管理
専有部分の管理は、各区分所有者が自らの責任で行います。ただし、修繕工事等が共用部分や他の住戸に影響する可能性がある場合は、管理組合への申請と理事長の承認が必要です。承認の可否は理事会で決定されます。
なお、他の専有部分や共用部分に影響のない工事は申請不要ですが、騒音や振動が出る工事の場合は、たとえ申請不要でも事前の届け出が必要です。

13）敷地及び共用部分等の管理
敷地及び共用部分の管理は管理組合がその責任と負担においてこれを行います。ただし、専用使用権を与えている場合や、専有部分である設備でも、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要性がある場合は、管理組合が行うことができますが、これは管理規約に明記する必要があります。

14）専用使用権
バルコニーなどの共用部分で、特定の住戸の住人が独占的に使用できる権利を「専用使用権」といいます。この権利が認められている部分は「専用使用部分」と呼ばれます。
一般的に、各戸についているバルコニーは無償で使用できますが、専用庭のように特定の住戸だけが使用する部分は有償使用となることがあります。これは、他の住戸との公平性を保つためです。

15）専用使用部分の管理
専用使用権があるバルコニーなどの専用使用部分は、通常の使用に伴う日常的な管理（清掃や小さな修理など）は、その住戸の区分所有者が責任と費用を負って行います。一方、防水工事や塗装工事など大規模・構造に関わる工事は、管理組合が実施します。

16）損害保険
マンションの損害保険は、共用部分や居住者の財産を火災や自然災害、事故などから守るための保険です。主な種類は以下の通りです。
①施設賠償責任保険
共用部分が原因で、他人や専有部分に損害を与えた場合に管理組合が負う賠償責任を補償します。例：共用部の消火器が落下して怪我をさせた場合。
②個人賠償責任保険
居住者や専有部分が原因で第三者に損害を与えた場合に、個人やその居住者が負う賠償責任を補償します。例：水漏れ事故で下階に損害を与えた場合。
③マンション総合保険
火災保険を基本に、施設賠償責任保険や個人賠償責任保険を特約として組み合わせた保険です。掛け捨て型と積み立て型があります。
④地震保険
火災保険では補償されない地震による損害を補償します。被害が広範囲かつ甚大になるため、国と保険会社で補填する仕組みです。


（２）建物・設備の維持管理の基礎

1）大規模修繕工事
大規模修繕工事は、マンションの健全な維持と資産価値の確保を目的に、主に共用部分を対象として行う計画的な修繕工事です。
マンションならではの特徴は以下の通りです。
①外壁・屋上・防水・鉄部塗装・設備など建物全体の共用部分が中心です。②工事内容や費用について、居住者の理解と同意が必要です。
③居住者が生活する中で実施されるため、安全対策や騒音・振動への配慮が求められます。
④将来を見据えた修繕計画に基づき、費用や工事内容を検討します。
また、給排水設備改修工事も大規模修繕工事の重要な項目の一つです。マンションの給排水設備には、古い配管を新しいものに取り替える更新工事と、既存の管を補修して延命する更生工事があります。

2）修繕積立金
　マンションの資産価値を守るためには、計画的な修繕工事が必要です。その費用を賄うために、区分所有者が毎月少しずつ積み立てるのが修繕積立金です。
修繕工事は多額の費用が掛かり、一度に徴収するのは居住者の負担が大きく合意形成も困難です。そのため、将来の工事に備えて長期的に積み立てていくことが大切であり、修繕積立金は本来の目的以外には使用できません。

3）長期修繕計画
マンションの快適な環境と資産価値を守るためには、長期修繕計画を立てることが必要です。計画には、将来行う修繕や改良工事の内容・時期・概算費用を明示し、その費用を賄う修繕積立金の根拠を示します。
計画期間は30年以上とし、大規模修繕を2回含むことが基本です。管理組合は管理会社や専門家と相談しながら、現実的で身の丈に合った計画を検討し、合意を得て実行していくことが重要です。


（３）防火 ・防災対策の基礎

1）防火対策
多くの人々が同じ建物の中に暮らすマンションにおいて、防火対策は重要な対策の一つです。消防法、建築基準法に基づいた様々な防火設備が設置されていますが、いざという時のために防火マニュアルを作成し、避難通路や設備の使用方法を理解しておくことが重要です。
　
2）防火管理者の業務
消防法では、多くの人が出入り・居住する建物の管理者に対し、防火管理者を選任することを義務付けています。マンションでは、住人が50名以上の場合、または店舗など不特定多数が出入りする場合は30名以上で防火管理者を置く(選任する)必要があります。
防火管理者は、火災の予防や安全対策を行い、万一火災が発生した場合には被害を最小限に抑えるための業務を日常的に実施する役割を担います。

3）防災対策
大震災に備える上で、管理組合が果たすべき最も重要な対応のひとつは 「防災マニュアルの策定」です。
建物構造、居住者の年齢層、周囲の地理条件（河川、崖、液状化地域など）を踏まえた「自分のマンションに合致した内容とすること」が必要です。停電・断水・エレベーター停止・避難経路の寸断など、最悪のケースを前提にシナリオを組み立てることで、実際の被害に柔軟に対応できます。
また、地域社会（町内会、自治会、近隣施設など）とも密着し、共助を前提とした計画とすることが望まれます。

4）居住者名簿の整備
 災害時には、安否確認や要援護者（高齢者、障害のある方、乳幼児を抱える家庭など）への支援が不可欠です。そのため、居住者の連絡先や家族構成、特別な支援が必要な事項を記載した防災用の居住者名簿を整備しておくことが重要です。

5）防犯対策
マンションの安全を守るためには、設備と居住者の協力が大切です。オートロックや防犯カメラ、照明をしっかり管理し、不審者の侵入を防ぎます。また、知らない人を安易に建物に入れない、異常を見掛けたら警察や管理組合に連絡するなど、日常の心がけが防犯に繋がります。 
 

